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（仮称）まちづくり支援拠点施設の愛称募集要項 

 

１ 趣旨 

（仮称）まちづくり支援拠点施設は、こどもから高齢者まで様々な世代の人や団体等が

気軽に訪れ、憩い、交流し、連携することで、まちづくりに関する様々な課題の解決や、持

続可能で活力ある地域社会の形成に寄与することを目的として整備を進めている施設です。 

 多くの方に本施設への親しみや愛着を持っていただけるよう施設の愛称を募集します。 

 

２ 募集期間 

２０２６年（令和８年）２月１３日（金）から同年３月１３日（金）まで 

 

３ 応募対象者 

市内在住者、在学者、在勤者 

ただし、未成年者については、保護者等の同意を得たうえで応募してください。 

 

４ 応募用紙 

  別紙「（仮称）まちづくり支援拠点施設 愛称応募用紙」のとおり 

 

５ 応募方法 

応募方法は①電子申請②電子メール③ＦＡＸ④郵送⑤応募箱への投かん⑥直接持参のい

ずれかとします。各応募方法の手順については、次の表のとおりです。 

応募用紙は市ホームページからダウンロードできます。また、本庁舎１階市民ホール、各

支所（松永、北部、東部、神辺、沼隈、新市）、まなびの館ローズコム、各交流館、福山市

老人大学、まちづくりサポートセンター（市民参画センター内）にも設置します。 

応募方法 手順 

電子申請（インターネ

ットからの応募） 

市ホームページから応募フォームにアクセスして、２０２６

年（令和８年）３月１３日（金）までに応募してください。 

【応募フォームはこちら】 

(URL) https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ques/ 

questionnaire.php?openid=1634    【二次元コード】 
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電子メールによる応募 応募用紙に必要事項を記入のうえ、２０２６年（令和８年）

３月１３日（金）までに電子メールにより、「９提出先・お問い

合わせ先」に記載のメールアドレスに送信してください。 

なお、メールの件名は必ず、次の内容としてください。 

【件名】 

（仮称）まちづくり支援拠点施設の愛称の応募について 

ＦＡＸによる応募 応募用紙に必要事項を記入のうえ、２０２６年（令和８年）

３月１３日（金）までにＦＡＸにより、「９提出先・お問い合わ

せ先」に記載の番号に送信してください。 

郵送による応募 応募用紙に必要事項を記入のうえ、２０２６年（令和８年）

３月１３日（金）まで（必着）に「９提出先・お問い合わせ先」

に郵送してください。 

応募箱への投かん 次の場所に応募箱を設置します。応募用紙に必要事項を記入

のうえ、応募箱に投かんしてください。 

設置場所 設置期間 

本庁舎１階市民ホール ２０２６年（令和８年） 

２月１３日（金）から 

３月１３日（金）まで 

応募箱への投かんは各施設の

開館時間とします。 

松永支所 

北部支所 

東部支所 

神辺支所 

沼隈支所 

新市支所 
 

直接持参 応募用紙に必要事項を記入のうえ、２０２６年（令和８年）

３月１３日（金）１７時１５分までに「９提出先・お問い合わ

せ先」に直接お持ちください。 

※平日８時３０分から１７時１５分まで受付 

  

６ 募集内容・条件等 

（１）募集内容  

 （仮称）まちづくり支援拠点施設の愛称とその理由（意味など） 

なお、愛称については、別紙「（仮称）まちづくり支援拠点施設の概要」も参考にして

ください。 

（２）愛称の基準・募集条件 
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  ア 愛称の基準 

・施設の特徴を踏まえ、親しみやすく呼びやすいものであること。 

   ・漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベットまたは数字で構成されているものであ

ること。 

・福山市内にある公共施設の名称や愛称などと同一又は類似していないこと。 

・第三者の著作権や商標権等の知的財産権を侵害しないものであること。 

・公序良俗に反しないものであること。 

イ 募集条件 

 ・１人２点まで応募できます。 

 ・必要事項（愛称、理由や意味、住所、名前、年齢、電話番号など）の記載がない場合

は、応募を無効とします。 

  ・企業名や個人名が記載されたものは失格とします。 

・採用した愛称については、本市において必要な修正を行う場合があります。 

   ・採用した愛称に関する一切の権利は、福山市に帰属します。 

・採用した愛称は、別途募集中の命名権（ネーミングライツ）による施設の呼称の 

一部に使用します。 

   ・未成年者が応募された場合は、保護者の同意を得ているものとみなします。 

・応募をもって本要項に同意したとみなします。 

   

７ 選考・決定・公表等 

（１）1次選考（最終候補の選定） 

応募のあった中から、まちづくりネット（※）の意見を踏まえ、複数の最終候補案を選

定します。 

※まちづくりネットは、（仮称）まちづくり支援拠点施設に入居するまちづくり活動団体など

で構成されています。互いに知恵を出し合い、まちづくりサポートセンターの支援や外部有

識者の助言を受けながら、お互いの情報共有とまちづくりの課題解決に向けて、取り組んで

います。 

（２）2次選考（投票）、愛称の決定、公表等 

   最終候補案の中から投票を実施し、愛称を決定します。 

なお、投票の詳細及び、愛称の決定、公表の時期や方法等は、最終候補案の発表と合わ

せて後日、市ホームページ等でお知らせします。 

（３）記念品 

   採用された愛称の応募者には、記念品（３万円相当）をお贈りします。ただし、該当者

が複数名いる場合は、人数により均等割します。 
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８ 留意事項 

（１）応募用紙等は、返却しません。 

（２）応募に係る費用は、応募者の負担とします。 

（３）応募者の個人情報は、本募集に係る事務以外には使用しません。 

（４）愛称の公表にあたり、採用された方の名前（ふりがな）、住所（市区町村まで）、愛称 

を考えた理由・意味などを公表します。 

（６）採用されなかった方への通知等は行いません。あらかじめご了承ください。 

（７）愛称は広報活動等で広く使用するものとします。 

（８）愛称決定後に第三者の権利侵害などの事実が判明した場合、又は第三者の権利を侵害

する恐れがあると認められる場合は、採用を取り消し、記念品の返還を求める場合があ

ります。また、その結果、発生する第三者とのトラブル、損害等については、本市では一

切の責任を負いかねます。 

 

９ 提出先・問い合わせ先 

  ７２０－８５０１ 広島県福山市東桜町３番５号 

  福山市市民局まちづくり推進部まちづくり推進課（本庁舎９階） 

  電話番号 ０８４－９２８－１２１７ 

  ＦＡＸ  ０８４－９２８－１２２９ 

  メールアドレス machidukuri-suishin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 


